
第３号議案 

 

指導が不適切である教諭等の認定の手続、指導改善研修の実施等 

に関する規則の一部改正について 

 

　指導が不適切である教諭等の認定の手続、指導改善研修の実施等に関する規則の一

部改正について、次のとおり提案します。 

 

令和８年３月 26 日 

 

広島県教育委員会教育長　篠　田　智　志　 

 

 

１　提案の趣旨 

　　公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正に

伴い、指導が不適切である教諭等の認定の手続、指導改善研修の実施等に関する規

則（平成 20 年教育委員会規則第２号）の一部を改正する。 

 

２　改正案 

　　別紙のとおり 

 

３　施行期日 

　　公布の日



 

広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第　

号 
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
の
認
定
の
手
続
、
指
導
改
善
研
修
の
実
施
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月　

日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長　

篠　　

田　　

智　　

志 

指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
の
認
定
の
手
続
、
指
導
改
善
研
修
の
実
施
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　

指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
の
認
定
の
手
続
、
指
導
改
善
研
修
の
実
施
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

改　

正　

後

改　

正　

前

  

（
定
義
） 

第
二
条　
（

略
） 

　

一
―
五　
（

略
） 

　

六　

一
定
期
間
の
処
分
等　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
処
分
、
地
方
公
務

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業

の
承
認
、
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
七
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
第
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
病
気
休
暇
（
職
員
の
勤
務
時

間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
広
島

県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の

表
第
八
号
に
規
定
す
る
休
暇
を
い
う
。
）
、
産
前

産
後
休
暇
（
同
項
の
表
第
九
号
に
規
定
す
る
休
暇

を
い
う
。
）
及
び
介
護
休
暇
の
承
認
そ
の
他
の
一

定
期
間
の
処
分
等
を
い
う
。

（
定
義
） 

第
二
条　
（

略
） 

　

一
―
五　
（

略
） 

  

（
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
の
認
定
等
） 

第
五
条　
（

略
） 

２　
（

略
） 

３　

県
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を

し
た
者
（
当
該
認
定
を
受
け
た
教
諭
等
が
公
立
の
小

学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
広
島

県
尾
道
南
高
等
学
校
に
所
属
す
る
場
合
は
、
当
該
学

校
の
校
長
を
含
む
。
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び

に
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
認

定
を
受
け
た
教
諭
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
の
認
定
等
） 

第
五
条　
（

略
） 

２　
（

略
） 

３　

県
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
を
し
た
者
（
当
該
教
諭
等
が
公
立
の
小
学

校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
広
島
県

尾
道
南
高
等
学
校
に
所
属
す
る
場
合
は
、
当
該
学
校

の
校
長
を
含
む
。
次
条
第
三
項
及
び
第
八
条
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
教
諭

等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

  

（
指
導
改
善
研
修
） 

第
六
条　
（

略
） 

２　
（

略
）  

３　

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に

（
指
導
改
善
研
修
） 

第
六
条　
（

略
） 

２　
（

略
）  

 

M
S
明

朝
・

10pt、
文
字
間
隔
：
狭
く
、
間
隔



 

 
よ
り
指
導
改
善
研
修
の
期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し

た
者
及
び
当
該
指
導
改
善
研
修
を
受
け
て
い
る
教
諭

等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

４　

県
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
指
導
改
善
研
修
の

実
施
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
教
諭
等
の
能
力
、
適
性

等
に
応
じ
た
指
導
改
善
研
修
に
関
す
る
計
画
書
を
作

成
し
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た

者
及
び
前
条
第
一
項
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
教
諭
等

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

５
・
６　
（

略
）

    

３　

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
指
導
改
善
研
修
の
実

施
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
教
諭
等
の

能
力
、
適
性
等
に
応
じ
た
指
導
改
善
研
修
に
関
す
る

計
画
書
を
作
成
し
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
を
し
た
者
及
び
当
該
教
諭
等
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

４
・
５　
（

略
）

  

（
指
導
改
善
研
修
状
況
報
告
） 

第
七
条　
（

略
） 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
指
導
が
不
適
切
で

あ
る
教
諭
等
が
、
広
島
県
公
立
学
校
の
う
ち
、
公
立

の
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は

広
島
県
尾
道
南
高
等
学
校
に
所
属
す
る
と
き
は
、
市

町
教
育
委
員
会
及
び
所
轄
の
教
育
事
務
所
長
（
福
山

市
立
小
学
校
、
福
山
市
立
中
学
校
及
び
福
山
市
立
義 

務
教
育
学
校
を
除
く
。
）
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
改
善
研
修
状
況
報
告
） 

第
七
条　
（

略
） 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
指
導
が
不
適
切
で

あ
る
教
諭
等
が
、
広
島
県
公
立
学
校
の
う
ち
、
公
立

の
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は

広
島
県
尾
道
南
高
等
学
校
に
所
属
す
る
と
き
は
、
市

町
教
育
委
員
会
及
び
所
轄
の
教
育
事
務
所
長
（
福
山

市
立
小
学
校
及
び
福
山
市
立
中
学
校
を
除
く
。
）
を

経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

  

（
指
導
改
善
研
修
終
了
時
の
認
定
等
） 

第
八
条　
（

略
） 

一　
（

略
） 

   

二　
（

略
） 

２　

県
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
指
導
改

善
研
修
期
間
の
中
途
に
お
い
て
、
指
導
が
不
適
切
で

あ
る
教
諭
等
に
対
し
て
一
定
期
間
の
処
分
等
を
行
う

こ
と
に
よ
り
十
分
な
研
修
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報

告
そ
の
他
の
資
料
に
基
づ
き
、
指
導
が
不
適
切
で
あ

る
教
諭
等
の
指
導
の
改
善
の
程
度
が
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
二
項
及
び

第
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。   

一　

改
め
て
指
導
改
善
研
修
を
受
け
れ
ば
、
児
童
等

に
対
す
る
指
導
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
旨
の
認
定 

二　

児
童
等
に
対
す
る
指
導
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
程
度
ま
で
改
善
す
る
余
地
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
旨
の
認
定 

   ３　

県
教
育
委
員
会
は
、
前
二
項
に
よ
る
認
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
を
し
た
者
及
び
前
二
項
に
よ
る
認
定
を
受
け
た

教
諭
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

４　

県
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項

第
二
号
の
認
定
を
受
け
た
教
諭
等
に
対
し
て
、
法
第

（
指
導
改
善
研
修
終
了
時
の
認
定
等
） 

第
八
条　
（

略
） 

一　
（

略
） 

二　

引
き
続
き
指
導
改
善
研
修
を
受
け
れ
ば
、
児
童

等
に
対
す
る
指
導
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
旨
の
認
定 

三　
（

略
） 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
県
教

育
委
員
会
は
、
そ
の
程
度
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

        　

一　

前
項
第
一
号
の
認
定
を
し
た
と
き　

第
五
条
第

一
項
の
認
定
の
解
除 

 　

二　

前
項
第
二
号
の
認
定
を
し
た
と
き　

第
六
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
指
導
改
善
研
修
の

期
間
の
延
長 

　

三　

前
項
第
三
号
の
認
定
を
し
た
と
き　

法
第
二
十

五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
免
職
そ
の
他
の
必
要
な

措
置 

３　

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る

と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
及
び
当
該
認
定
を
受
け

て
い
た
教
諭
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



 　　　

附　

則 

　

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
 

二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
免
職
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。  

 


